
指標 

（厚労省提出指標）

Process

期間 各指標の計算式と分母・分子の項目名 分母・分子の解釈 

分子 
入院中に退院に向けて退院後の在宅療養を担う事業所の担

当者を交えて検討した患者数 

診療報酬上の算定に限らず他施設担当者を交えて検討した患

者数。 

紹介状のみ、電話対応のみはカウントしない。 

ケアマネ、訪看 STなどの担当者との退院に向けたカンファは

カウントする。 

特別な関係にある事業所担当者が相手でもカウントしてよ

い。 

分母 対象月退院患者のうち在院日数 7 日以上の患者数  

収集 

期間 
１ヶ月毎  

調整 

方法 

在宅療養カンファレンス割合 

・数字の収集や把握ができず報告ができないとの理由があげられています。指標の意義をもう一度考えていた

だき、収集の方法など集団で検討することが望ましいのではないでしょうか。 

在宅療養カンファレンスを実施しているのにカルテ記載が見当たらないため、毎月１件と低い数値になってい

る。師長会議で提起するも以前低いまま。定型文を作成してはどうかと検討中。 

最小値 0.69     25％値 4.92     中央値 9.80     75％値 18.23     最大値 32.01 

回答病院 53 

Ａ）2022年の報告された退院患者のうち在院日数7日以上の患者数は91,525件。2021年は103,251件。11,726件

減少となっており、-11.4ポイント減少している。 

2022年の在宅療養カンファレンス割合は17.03％、2021年は13.79％となっていて、3.24ポイント上昇となって

います。 

 厚労省が推進する「患者が望む場所での看取り」の実施に加えて、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

の流行で入院が制限されたり、退院が早まったり、自宅での療養を希望する患者が一定程度いたことが影響し

たとみられる。 

53

指標の意義 

指標の計算式、分母・分子の解釈 

改善・運用事例など 

考察 

・地域における医療-介護連携を促進し、在宅療養を希望する患者・家族のニーズにこたえるプロセス。 










